
平成２９年３月１日 

 

「託送供給等約款」の認可について 

 

当社は、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が当社の送配電設備を利用する場

合の料金等の供給条件を定めた「託送供給等約款」について、新たに「ネガワット取引」

に関する内容等を設定し、平成２８年１０月３１日に、経済産業大臣に認可申請をいたし

ました。 

「ネガワット取引」とは、仲介役となる「ネガワット事業者」が企業等と事前に契約し、

節電により生じた電力の余裕分を小売電気事業者に販売し、売り上げの一部を企業等に報

酬として支払う仕組みです。 

今回認可申請した「託送供給等約款」は、現行の発電した電力量に係るインバランス供

給と同様に、ネガワット取引に係るインバランス供給（需要抑制量調整供給）等を新たに

規定したものです。 

（平成28年10月31日お知らせ済） 

 

その後、経済産業省からの補正指示に基づき、一般家庭を含む太陽光や風力等ＦＩＴ電

気の発電事業者の代わりに一般送配電事業者（当社）等が発電計画の作成やインバランス

料金の精算を行う際の供給条件等を追加した上で、平成29年2月28日に経済産業大臣に

補正申請を行い、本日、認可をいただきました。 

本日認可をいただいた｢託送供給等約款｣は、平成29年4月1日より実施となります。 

 

なお、補正申請の概要については、以下のとおりです。 

 

＜ＦＩＴ電気送配電買取開始に伴うインバランス供給の規定＞ 

ＦＩＴ電気を送配電事業者が買取するケースにおける、以下のパタ－ンについてイン

バランス供給条件を規定いたしました。 

１．発電事業者と小売電気事業者間でＦＩＴ電気の売買契約が締結されているケースにお

けるインバランス供給の規定 

 

発電事業者の代わりに、一般送配電事業者（当社）、あるいは小売電気事業者が発電計

画を作成し、インバランス精算を行う仕組みについて、託送供給等約款に追加しました。 

また、インバランス料金について、一般送配電事業者（当社）が発電計画を作成する場

合は回避可能費用にインバランス量（ｋＷh）を乗じた料金、小売電気事業者が発電計画

を作成する場合は、現行のインバランス料金単価にインバランス量（ｋＷh）を乗じた料

金となります。 

 

【東北電力情報 Ｎｏ．８９】 



２．特定の区域で送電を行う特定送配電事業者が買取したＦＩＴ電気を、卸電力取引市場

を通じて卸供給する、あるいは非常変災等で卸電力取引市場が利用出来ない場合におけ

るインバランス供給の規定 

 

  発電事業者の代わりに、特定送配電事業者が発電計画を作成し、インバランス精算を

行う仕組みを追加いたしました。その際のインバランス料金は現行のインバランス料金

単価にインバランス量（ｋＷh）を乗じた料金となります。 

 

 以 上 

 

（添付資料） 

別紙１ 託送供給等約款認可（平成2９年３月1日）における規定内容 

別紙２ ＦＩＴ電気送配電買取に係るインバランス供給のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


